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１．項目 e文書法の今後に向けた検討 
２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

e文書法が施行された際は様々な分野における文書の電子化が期待されて

いたが、現状では電子帳簿保存法関連の事例がほとんどであり、e文書法の

本来の目的であった規制緩和が十分に果たされていない。 

 

現状の「電子化してもよい」というe文書法の位置づけが非常にあいまいで、

例えば民間企業が文書を電子化した際に「電子化したが紙文書を捨てるこ

とができずに二重保管する」など電子化しても負担が増えるだけといった

事態を生んでいることや、そもそも電子化に取り組むメリットがないとい

う状況を生んでいる。 

（印紙税の削減というわかりやすいメリットがある電子契約などはわずか

ながら進展している。） 

 

そもそも、e文書法が施行されてから有識者を交えた分析や見直しが十分に

行われておらず、改善の余地があると考える。 

 

３．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の根

拠 

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す

る法律」 

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 

４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

の提案 

e文書法に係る府省横断・官民連携型の検討会を発足し、現状分析と今後の

方策について議論すべき（PDCAサイクルのCheckとActionを行うべき）と考

える。 

また、国として行政の電子化推進に強い意志があるのであれば、現状の「電

子データでもよい」ではなく「基本的に電子データとする」を目標に据え

た検討が必要と考える。 

電子化の実現は紙の削減に繋がり、今国際的な流れとなっているCO2削減効

果という点でも有効と考える。 

 

 


